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２．（１）①人口減少社会の到来と急速な高齢化への対応２．（１）①人口減少社会の到来と急速な高齢化への対応２．（１）①人口減少社会の到来と急速な高齢化への対応

○ 他の主要先進諸国では例を見ないスピードで人口減少や急速な高齢化が進行。

○ 人口減少、少子高齢化の進行により、労働力の不足、消費・投資の減少などによる経済活力の低下、社会保

障負担の増加等を通じての国民生活への影響や財政制約の拡大などが懸念される。

○ 我が国の持続的な発展を図るためには、少子・高齢社会に対応した子育て環境、バリアフリー社会を形成す

ることが必要。
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○ 人口減少社会では、諸機能が集約化され、高いモビリティが確保された効率的な都市圏に再生するとともに、中心市

街地の活性化や連携のためのネットワークづくりが重要。また、人口減少地域の防災・国土管理も課題。
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【今後10年の人口の動向（82都市圏の市町村） 】
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域単位で享受されてい

る。

ここに91％※の人口

が居住。

○ 国民の大半が居住する「生活圏域」で、今後、人口減少

が進んでも生活レベルを維持できるように取り組むことが重

要。

・空洞化した中心市

街地に諸機能を集

約し、魅力溢れる
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n=1,378

57%

26%

17%

・公益･利便等施設の機能を集約し、高いモビリティを通じて都市

的サービスを享受する都市構造へ。（施設の整備･維持費用が

低減された効率的な都市経営）
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の国土管理

高いモビリティの確保
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２．（１）②人口減少社会に対応する社会資本２．（１）②人口減少社会に対応する社会資本２．（１）②人口減少社会に対応する社会資本

・地方では、人口減少により水防等の地域の防災力が低下しつ

つあり、確実に生命・財産を守るためのハード・ソフトが一体と

なった治水、砂防等の国土管理が一層重要。
３



バリアフリー新法：高齢者、障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する、施策を総合的に推進す
るため、主務大臣による基本方針並びに旅客施設、建築物等の構造及び設備の基準の策定のほか、市町村が定める重点整備
地区において、高齢者、障害者等の計画段階からの参加を得て、旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路の一体的な整備を
推進するための措置等を定める。

○基本方針の策定

○主務大臣は、移動等の円滑化の促進に関する基本方針を策定

○移動等の円滑化のために施設管理者等が講ずべき措置
道路旅客施設及び車両等

(福祉タクシーの基準を追加)
路外駐車場 都市公園 建築物

(既存建築物の基準適合
努力義務を追加）これらの施設について、新設又は改良時の

移動等円滑化基準への適合義務

既存のこれらの施設について、基準適合の
努力義務 等

○

○

○重点整備地区における移動等の円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施

市町村は、高齢者、障害者等が生活上利用する施設を含む地区
について、基本構想を作成

公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者、公園管理者、
建築物の所有者、公安委員会は、基本構想に基づき移動等の円
滑化のための特定事業を実施

重点整備地区内の駅、駅前ビル等、複数管理者が関係する経路
についての協定制度

等

建築物内部までの連
続的な経路を確保

公園
駐車場

官公庁
福祉施設

福祉施設

駐車場

福祉施設
病院

官公庁

福祉施設

駐車場

自由
通路

ハートビル法の対象（一定の建築物
の新築等）

追加・拡大される部分（既存の路外駐
車場、公園、建築物、施設間の経路等）

交通バリアフリー法の対象(旅客施

設及びその徒歩圏内の経路）

旅客施設を含まないエリアどり

商業施設

駅、駅前のビル等、
複数の管理者が

関係する経路につ
いて協定制度

商業施設鉄道駅

重点整備地区における移動等の円滑化のイメージ

バス車両

路外駐車場、都市公園及び
これらに至る経路について
の移動等の円滑化を推進

旅客施設から徒歩圏
外のエリアどり 官公庁

○

○

○

○住民等の計画段階からの参加の促進を図るための措置

○基本構想策定時の協議会制度の法定化
○住民等からの基本構想の作成提案制度を創設 等

２．（１）③総合的なバリアフリー施策の推進２．（１）③総合的なバリアフリー施策の推進２．（１）③総合的なバリアフリー施策の推進

４



MC-3

成長力の強化と地域の自立・活性化成長力の強化と地域の自立・活性化

伸長著しいアジアの成長と活力を日本に取り込みつつ、ともに発展するためには、大都市圏における空港・港湾・環状道路の整備による
ゲートウェイ機能の向上に加え、各ブロックが東アジアの近隣諸地域と直接交流ができる基盤を整えることが必要。
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中部地方＝長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
名古屋税関記者発表より

整備率：８５％

＜アジアの中で存在感を高める上で不可欠な大都市圏のインフラは、近隣諸国に比して不十分＞ ＜我が国の各ブロック（特に日本海側）と東アジア諸地域等との直接交流が増大＞

我が国の各地域において、東アジア諸国の経済発展に対応したインフラ整備を再構築し、アジアのシームレス化を実現していくことは地域の自
立・活性化にもつながる。

（’09年度末
2,500）

日本海沿岸諸港の
外貿コンテナ貨物量

港運要覧、港湾統計をもとに作成
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＜例えば、高速道路により空港・港湾と直結することで、産業集積が活発化した東海地域＞
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各ブロックの総生産額に対する輸出割合
＜各ブロックからの輸出マーケットの拡大＞
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【集落機能の維持が困難な集落における社会基盤等の荒廃状況（主なもの）】

出典：平成１５年度版「過疎対策の現況」より

○中山間地域では集落維持が困難と考える市町村が増加。住民への生活サービス低下や国土管理上の問題が発生。
集落が消滅する可能性ありと答えた市町村は全体の２割。
集落維持困難市町村では商店街の廃業、バス路線の廃止、公的機関の移転など生活サービスの提供が困難。
耕作放棄地の増大、獣害の発生、森林の荒廃等の国土管理上の問題が発生。

出典：全国市町村アンケート調査結果 （2004年8月）をもとに作成

出典：「集落消滅の可能性がある」と回答した市町村に対する追加アンケート調査結果（2005年2月）より
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問2-2　地域からの撤退が問題となっている生活サービス
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市町村全体

【地域からの撤退が問題となっている生活サービス】
（ｎ＝集落消滅の可能性がある市町村２１４）

23.3

23.6

23.9

30.1

36.2

39.7

60.7

0 20 40 60 80

住宅の荒廃

棚田・段々畑等の景観の荒廃

伝統的祭事の衰退

森林の荒廃

管理放棄林の増大

獣害の発生

耕作放棄地の増大

（％）

注）

特定集落・・市町村内の特定の集落で問題化

複数集落・・市町村内の複数の集落で問題化

市町村全体・・市町村全域で問題化

６



わが国は、世界的にも地震大国であり、巨大地震が発生する可能性は極めて高い。
首都直下地震が起きた場合の経済被害は１１２兆円と試算。間接被害（被害総額の約４割）により、わが国経済社会の機能が
破滅的被害を受ける恐れ。また、被害総額の約半分は建物被害。
東南海・南海地震などでは津波による人的被害が顕著。

南海トラフ

日
本
海
溝

相模トラフ

千島海溝

約５７兆円約３７兆円約１１２兆円合 計

約 ８兆円約 ６兆円約２６兆円地域外波及

約 １兆円約 ２兆円約 ６兆円交通寸断

約 ５兆円約 ３兆円約１３兆円生産停止

約１４兆円約１１兆円約４５兆円間 接 被 害

約３０兆円約１８兆円約５５兆円建物被害

約４３兆円約２６兆円約６７兆円直 接 被 害

経済被害（最大）

約２，１００人約７００人約 ６００人崖崩れ

約１００
～５００人

約２００
～６００人

約８，０００人火災

約３，３００
～８，６００人

約４００
～１，４００人

津波

約６，６００人約６，７００人約３，３００人
揺れ

（建物倒壊等）

約１２，１００
～１７，８００人

約７，９００
～９，２００人

約１３，０００人死 者 数

人的被害（最大）

東南海・南海
地震

東海地震首都直下地震

中央防災会議資料より
※首都直下地震の人的被害（最大）は都心西部直下地震（Ｍ６．９）、経済被害（最

大）は東京湾北部地震（Ｍ７．３）。
※経済被害には、人的被害及び公共土木被害は含まれていない。
※平成１７年度国家予算（一般会計）は約８２兆円（うち、一般歳出は約４７兆円）。

東海地震(M8級)

東南海・南海地震(M8級)

日本海溝・千島海溝周
辺海溝型地震

凡例
：最大震度６以上の地震
(本震)(但し1975年以降）

：想定震源域

 

首都直下地震(M7級)

○過去３０年の地震と
巨大地震の震源域

Ｍ７クラスの地震は
ある程度の切迫性を有する

今世紀前半での発生が懸念

いつ大地震が発生しても
おかしくない

２．（３）①巨大地震の震源域と被害想定２．（３）①巨大地震の震源域と被害想定２．（３）①巨大地震の震源域と被害想定
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• 人為起源の温室効果ガスの増加が温暖化の原因とほ
ぼ断定（第３次評価報告書の「可能性が高い」より踏み込んだ表

現）

• 最近１２年は１８５０年以降で最も温暖な１２年

• ２１世紀末の平均気温上昇と平均海面水位上昇

• ２０３０年までは、社会シナリオによらず１０年当たり０．
２℃の昇温を予測

• 熱帯低気圧の強度は強まると予測

• 北極海の晩夏における海氷が、２１世紀後半までにほ
ぼ完全に消滅するとの予測もある

• 大気中の二酸化炭素濃度上昇により、海洋の酸性化
が進むと予測

１時間に５０ｍｍや１００mmを
超す集中豪雨が増加

年降水量は減少傾向、
少雨と多雨の変動幅が増大

0

100

200

300

1. １時間降水量 ５５００ ㎜以上の降水の発生回数

2. １時間降水量 １００１００ ㎜以上の降水の発生回数

525354555657 585960 616263H1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 131415525354555657 585960 616263H1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 131415

（回/年）

0

5

10

525354 555657 585960 616263 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 131415525354 555657 585960 616263 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 131415

H9～18

平均平均 55..11回回
平均平均 22..44回回

S62～H8

平均平均 22..22 回回

S52～61（回/年）

16

500

１時間降水量の年間延べ件数

（全国のアメダス地点 約1,300箇所より）

400

16 17

17
資料）気象庁資料より作成

18

18

平均平均 202000 回回

S52～61
H9～18

平均平均 313313 回回
平均平均 234234 回回

S62～H8

出典：「日本の水資源」（国土交通省土地・水資源局
水資源部）に河川局が加筆

夏期の降雨が増大

７月降水量比
（2081～2100年平均値／1981～2000年平均値）

資料）異常気象レポート２００５（気象庁）を元に作成

１００年後の気候変化

積雪が大幅に減少

農業環境技術研究所、井上聡、横山宏太郎、
1998、「地球環境変化時における降積雪の変動予測」から作成

気象変動に関する政府間パネル(IPCC)
第４次評価報告書第１作業部会報告書※

２６～５９ｃｍ１８～３８ｃｍ海面上昇

約４．０℃
(2.4℃～6.4℃)

約１．８℃
(1.1℃～2.9℃)

気温上昇

化石エネルギー源を重
視しつつ高い経済成長
を実現する社会

環境の保全と経済の
発展が地球規模で
両立する社会

※IPCC第１作業部会第１０回会合（H19.1.29～2.1）で承認

平均海面が５９ｃｍ上昇した場合、三大湾（東京湾、伊勢
湾、大阪湾）のゼロメートル地帯の面積、人口

５９３

８７９

海面上昇後(B)

１．５４０４人口（万人）

１．５５７７面積（k㎡）

倍率現状(A)

※海面が１ｍ上昇した場合の面積、人口の６０％分を増分として計算

２．（３）②気候変動の影響による大規模豪雨災害の頻発２．（３）②気候変動の影響による大規模豪雨災害の頻発２．（３）②気候変動の影響による大規模豪雨災害の頻発
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洪水時の迅速な避難活動に有効な

洪水ハザードマップの作成・公表
(作成済の自治体は約４割（H18年度末））

・各戸配布、学校教育での普及 等

浸水想定区域図 【北上川上流】

都道府県（河川管理者） 市町村（地域防災担当者）

・・・・・・・・・・・・3

・・・・・・・・花巻警察署2

○○○
花城
○-○○

花巻市役所1

ＴＥＬ所在地名称

行政機関の連絡先

・・・・・・・・・・・・3

・・・・
花城町
○－○○

総合花巻病院2

○○○
御田屋町
○－○○

県立花巻厚生病院1

ＴＥＬ所在地名称

医療施設の連絡先

避難経路

避難場所（Ｃ高校）

避難場所（Ａ小学校）

避難経路

避難経路

避難勧告 避難指示

H10.8 阿武隈水害時の避難率

ハザードマップを
見てない人

避難率(％)

群馬大学工学部群馬大学工学部

片田研究室片田研究室

調査報告書より作成調査報告書より作成

30

20

10

ハザードマップ
を見た人

花巻市 洪水ハザードマップ

““早め早め””に逃げれば助かる！に逃げれば助かる！

浸水想定区域図の作成
・地形データ取得
・氾濫シミュレーション実施

浸水区域・浸水深の明示

避難時の心得

避難先

緊急連絡先 情報伝達経路

北
上

川

情報
提供

区域
水深

避
難
経

路

花巻市災害対策本部

市民のみなさん

テレビ、ラジオ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・

官公署・学校 消防署報道機関

0.5m未満の区域

0.5～1.0m未満の区域

1.0～2.0m未満の区域

2.0～5.0m未満の区域

5.0m以上の区域

凡 例
浸水した場合に想定される水深

（ランク別）

○ 浸水想定区域の指定対象を中小河川まで拡大し、浸水想定区域図や洪水ハザードマップ等によるソフト対策を充実。想

定外の災害に対しても、情報提供により、早めの対策、早めの避難ができ、逃げ遅れを防げる。

２．（３）③社会資本整備とソフト施策の連携２．（３）③社会資本整備とソフト施策の連携２．（３）③社会資本整備とソフト施策の連携
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【気候変動と異常気象】
○100年間の年平均地上気温の昇温は、

北ほど、かつ大陸に近い西ほど、大きい傾
向。
○気候モデル（注）による温暖化実験によ
ると今後100年間の昇温は、南日本で＋

４℃、北日本で＋５℃となっている。
○異常高温発生件数の増加。
（注）二酸化炭素1%/年（複利）増加又はIS92aｼﾅﾘ
ｵを用いた11の気候モデル

【陸上生態系への影響】
○南西諸島の温帯域や小さな島嶼に固有な植
物群落は危機に直面。
○気候帯は植物の移動をはるかに上回る4～
6km／年で移動する。
○3.3～3.8℃上昇で亜寒帯植生域が石狩低地

以南から消失し、亜熱帯植生域が九州・四国の
低平地から房総・伊豆半島まで拡大。
○２℃の上昇により九州、四国、中国地方、紀伊
半島のブナ林はほぼ消失。
○少雪によりニホンジカ、イノシシ等の分布が拡
大し、被害量が増大。

【農林業への影響】
○コメは温暖化により、比較的高緯
度地域で生産量が増加し、低緯度
地域では高温による生育障害が起
こり、全体としては減産。
○冬季の昇温により害虫の越冬範
囲拡大や世代交代が早まる可能性。
○降水量が増加しない場合は林業
生産力は低下。

【水資源への影響】
○河川流量の増加・減少。
○３℃上昇で洪水の恐れが
増大し、積雪地帯では1～3月
の河川流量が増え、4～6月は

減少する。
○３℃上昇で、上水道の需要
は1.2～3.2％増加する。

【沿岸域への影響】
○東京湾等内湾の汚染が進行。
○100cmの海面上昇により日本全国
の砂浜海岸の９割以上が侵食する。
○1mの海面上昇で外洋に面する堤防
では2.8m、内湾では3.5mの嵩上げが

必要。
○海面上昇により干潟等は沈水する。

【産業・ｴﾈﾙｷﾞｰへの影響】
○夏期に１℃昇温すると冷房需要は約
500万kW（一般家庭の160万世帯分）増

加する。
○冷却水が１℃昇温すると火力発電で
0.2～0.4％、原子力で1～2％発電出力が

低下する。

我が国で予測される長期的な温暖化の影響

（出典）環境省地球温暖化問題検討委員会温暖化影響評価ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ

「地球温暖化の日本への影響2001」（2001）をもとに国土交通省作成

【適応対策の例】

○水資源

水利用の高効率化

貯水池等の建設

ダム、堤防等の設計基準の見直し

○食料

植え付け・収穫等の時期を変更

土壌の栄養素や水分の保持能力を改善

○沿岸地帯

沿岸防護のための堤防や防波堤

防砂林の育成による沿岸の保護

○人間の健康

公共の健康関連インフラ（上下水道）を改善

伝染病の予想や早期警告の能力の開発

○金融サービス

民間及び公共の保険及び再保険によるリスク分散

「中央環境審議会地球環境部会 気候変動に関する
国際戦略専門委員会報告書」より（H16.9）

２．（４）①地球温暖化の深刻な影響２．（４）①地球温暖化の深刻な影響２．（４）①地球温暖化の深刻な影響
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運輸部門

自動車単体対策
及び走行形態の

環境配慮化
約８２０万ｔ

（－）（※）

交通流対策
約５１０万ｔ
（約３２０）

物流の効率化
約８４０万ｔ
（約４１０）

公共交通機関
の利用促進等

約２８０万ｔ
（約３３０）

環境負荷の小さい交通体系の構築

約２，４５０万ｔ-CO2 削減
（約１，０６０）

（※） トップランナー基準による削減

量については、これまでに実現し
た分を含めて
約２，1００万ｔ-CO2削減

自動車交通対策

（国土交通省以外の担当分野を一部含む）

断熱性の向上
空調設備等の

効率化

断熱性の向上
空調設備等の

効率化

約3400万ｔ
CO2削減

一酸化二窒素対策

下水汚泥の高温燃焼（８５０℃）
約130万ｔ
CO2削減

産業部門

建設施工分野における低燃費型
建設機械の普及

約20万ｔ
CO2削減

二酸化炭素吸収源対策

都市緑化等の推進

約28万ｔ
CO2吸収

（注） 括弧書き
の数値は2002
年度までに実現
した削減量

クリーンエネルギー自動車を含
む低公害車の普及促進
エコドライブの普及促進等
サルファフリー燃料・バイオマス
燃料

鉄道、海運の利用促進
自動車輸送の効率化
国際貨物の陸上輸送距離削減

ＩＴＳの推進
路上工事の縮減
等

鉄道等新線の整備
既存鉄道・バスの利用促進
通勤交通マネジメント 等

住 宅： 約850万ｔ 建築物：約2550万t
・一定規模以上の住宅、建築物の新築・増改築・大規模修繕時
等における届出の義務付け等（省エネ法改正）
・独立行政法人住宅金融支援機構融資・証券化ローンの枠組みの活用
・日本政策投資銀行融資、税制等による誘導 等

建築物建築物

住 宅住 宅

民生部門（住宅・建築物）

○ 地球温暖化の抑制のため、京都議定書目標達成計画に基づき、我が国として２０１０年度までに基準年

比で６％の温室効果ガスの排出抑制。国土交通省の実施する地球温暖化対策は、運輸部門、民生部門、

産業部門等多岐にわたり、この着実な実施が求められている。

道路整備

幹線道路ネットワー
クの整備
ボトルネック対策

従来から進めてきている
施策であり、2010年の
CO2排出量算定の前提

２．（４）②国土交通省の地球温暖化対策２．（４）②国土交通省の地球温暖化対策２．（４）②国土交通省の地球温暖化対策
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景観形成・活用事業計画の作成

景観法の活用を通じた良好な景観形成による
交流人口の拡大を通じた地域振興・活性化

国土交通大臣の承認

○景観重要樹木の枯損･倒伏防止
措置又は買取

○景観重要建造物の修理、買取又は移
設

必須事業

又は

＋
必要に
応じ

選択事業
も実施

景観計画の策定、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定

事業計画に位置付けられた景観形成・活用事業の実施

選択事業
（必須事業と併せて行う必要のある事業）

建築物及び工作物の
外観修景又は除却

屋外広告物の
外観修景、除却又は集約化

○景観重要建造物の外観修景

案内板の設置

○公共公益施設の高質化

道路舗装の美装化

○良好な景観の形成及びその活用を推進する観点から行
う各種活動

景観まちづくりセミナーの実施等
地区住民の啓発・研修活動

○良好な景観を活用し交流人口
の拡大を図る施設の整備

○建築物、工作物等に係る景観の阻害要因の解消

○対象地域

次の両方の条件を満たす地域

・国土交通大臣が同意した外客誘致法 に

基づく外客来訪促進計画に定められた外客

来訪促進地域

・景観重要建造物又は景観重要樹木
（確実に指定されると認められるものを含む）

の存する地域

○事業主体及び補助率

・市町村
（直接補助；事業費の１／３以内）

・景観整備機構等、市町村以外の民間団体・

個人
（間接補助；事業費の１／３以内、かつ、市町村の補

助に要する費用の１／２以内）

景観重要建造物及び景観重要樹木の保全活用を中心とした取組を支援し、景観法の活用を通じた良好な景観形成による交流人口の拡大を通じ
た地域振興・活性化を図る。

〔平成１９年度予算額 国費２億円（皆増） ※５年間（平成２３年度末まで）の時限〕

２．（４）③景観法の活用を通じた良好な景観の形成２．（４）③景観法の活用を通じた良好な景観の形成２．（４）③景観法の活用を通じた良好な景観の形成
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○ 観光地域づくりの面
的な取り組み

○ 観光資源へ至るための社
会資本

○ 観光資源としての社会資本

観光交流の拡大観光交流の拡大観光交流の拡大

国際競争力の高い魅力ある観光地づくりの推進国際競争力の高い魅力ある観光地づくりの推進国際競争力の高い魅力ある観光地づくりの推進

社会資本の効用増大社会資本の効用増大社会資本の効用増大

地域の魅力・活力向上地域の魅力・活力向上地域の魅力・活力向上

◆ 社会資本の有効活用や良好な景観の形成により、観光立国の推進に寄与。◆ 社会資本の有効活用や良好な景観の形成により、観光立国の推進に寄与。

線線

点点 面面

活
動
活
動

○ 観光活性化に向けた
活動、ソフトの取り組み

例：歴史的建造物保存、公園

例：無電柱化、街
並み形成、水辺
空間づくり、サイ
ン整備

例：道路、空港、ＬＲＴ

例：イベント、オープンカフェ

例：アドプトプログラム

○ 観光資源を効果的に結ぶ有機的ネットワーク

２．（４）④観光立国推進にも資する良好な景観の形成２．（４）④観光立国推進にも資する良好な景観の形成２．（４）④観光立国推進にも資する良好な景観の形成
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２．（５）社会資本ストックの老朽化等への対応２．（５）社会資本ストックの老朽化等への対応２．（５）社会資本ストックの老朽化等への対応

○ これまで蓄積されてきた社会資本ストックの老朽化が急速に進み、維持管理・更新需要増大は必至。

○ ライフサイクルコストの縮減を念頭においた計画的な維持管理・更新が喫緊の課題。

架設から約８０年が経過し、老朽化が著しく進行した新宿跨線橋

※新宿駅南口地区基盤整備事業の一環として、架替工事中

投資総額に占める維持管理・更新費の割合の増大

一般道路における橋梁※のうち、建設後５０年以上のものの割合

※H17年度国土交通白書より。H17以降、国・地方の投資水準を、
それぞれ前年度比-3%、-5%と仮定し、統計資料に基づき試算。

0

5

10

15

20

S40 S50 S60 H7 H17 H27 H37 （年度）

（兆円） 維持管理費 更新費 災害復旧費 新設（充当可能）費

更新できない部分

H34

※H17年度国土交通白書より。H17以降、国・地方の投資水準を、
それぞれ前年度比-3%、-5%と仮定し、統計資料に基づき試算。

0

5

10

15

20

S40 S50 S60 H7 H17 H27 H37 （年度）

（兆円） 維持管理費 更新費 災害復旧費 新設（充当可能）費

更新できない部分

H34

47％
（66,300橋）

【H18年度】 【H28年度】 【H38年度】

6％
（8,900橋）

20％
（28,400橋）

※全橋梁数は約１４万橋
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橋梁を長寿命化することにより、建設年から架
替え年までの修繕・架替えに係る単年度当たり
のコストを縮減

○今後、老朽化する道路橋が急速に増大。橋梁の長寿命化及び橋梁の修繕・架替えに係る費用の縮減を図ることが重要。

○従来の事後的な修繕及び架替えから、予防的な修繕及び計画的な架替えへと円滑な政策転換を図るため、長寿命化修繕計画

を策定する地方公共団体に対して、国が支援（当該計画策定に要する費用の１／２を国が補助）。

一般道路における橋梁※のう
ち、建設後５０年以上のものは、
今後２０年間で
４７％に増加。

①背景 ②制度概要 ③本制度による効果

【2026年度】

【2006年度】

【2016年度】

6％
（8,900橋）

20％
（28,400橋）

47％
（66,300橋）

※全橋梁数は約１４万橋
累

計
工

事
費

単
価

従来の管理

適切な管理
（推計値）

対応の遅れ

ひび割れ
ひび割れが大きく

鉄筋の腐蝕が進行

計画的に橋梁の健全度
を把握し、損傷が顕在
化する前に、予防的な
修繕を実施

損傷が顕在化した後に、
事後的な修繕を実施

鉄筋の腐蝕が進行し、
手遅れで架替え

適切な管理の下で
迎える架替え

単年度当たりのコストの縮減単年度当たりのコストの縮減

長寿命化長寿命化

架設年数

長寿命化のための
計画に位置付けられた
予防的な修繕及び
その後の計画的な
架替えのみを補助対象

予防的な修繕に向けて

自治体 国

対象橋梁の健全度把握（点検）

予防的な修繕
による長寿命化

長寿命化修繕計画の
策定

【内容】
コストを最小化する

個別橋梁の修繕計画
（対策内容、点検時期、
対策時期等）とそのとり
まとめ
【策定条件】
○学識経験者等の参画
○当該計画の公表

施策③

長寿命化修繕計画
策定に要する費用に
ついて支援

・補助率１／２
・５年間の時限措置※２

施策②

計画的な架替え

事後的な修繕・
架替えへの補助は
５年後に廃止※１

事後的な
修繕・
架替え

※１ 市町村道については７年後

※２ 市町村については７年間

施策①

技術支援

事例： 地方公共団体の道路橋に関する長寿命化修繕計画の取組事例：事例： 地方公共団体の道路橋に関する長寿命化修繕計画の取組地方公共団体の道路橋に関する長寿命化修繕計画の取組
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様々な基盤
に共通する
ソフト
（位置把握、
決済、ＩＤ管
理、認証、
ユビキタス
端末など）

地理空間情報インフラ

ネットワークインフラ（光
ファイバなど）

地域社会（ヒト、モノ、クルマ、その他公共交通機関などの移動体、国土交通省の所管する公物、その他建物等）

１．誰もが円滑
に快適に移動で
きるモビリティ社
会国土交通分

野の将来像
（個々の
サービス）

ハード基盤
（実社会との
アクセス）

ソフト基盤
（サービスと
ハードを繋ぐ
プラット
フォーム）

こ
れ
ら
を
一
体
と
し
て
整
備

共

通

基

盤

２．効率的、安
全で環境に優し
い物流

３．世界一安全
でインテリジェン
トな道路交通社
会

４．災害時への
備えが万全な防
災先進社会

５．良質で豊か
な生活環境

６．テロ・大規模
事故ゼロ社会

７．知恵と工夫
にあふれた活力
ある地域社会

８．ホスピタリ
ティあふれる観
光先進国

９．社会資本整
備・管理の効率
化、生産性の向
上

ヒトと情報を
結ぶインフ
ラ（ＩＣカード
など）

クルマと情報
を結ぶインフ
ラ（車載器な
ど）

多目的・汎用的な社会インフラとしての共通基盤の構築を契機として、様々な国土交通分野のイノベーションを同時
に推進することが可能。

場所やモノと
情報を結ぶ
インフラ（ＩＣタ
グ・センサー
など）

クルマと情報
を結ぶインフ
ラ（車載器な
ど）

２．（６）①ＩＣＴの利活用による国土交通分野イノベーションの推進と社会資本整備における対応２．（６）①ＩＣＴの利活用による国土交通分野イノベーションの推進と社会資本整備における対応２．（６）①ＩＣＴの利活用による国土交通分野イノベーションの推進と社会資本整備における対応
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※ＥＴＣ利用率＝ＥＴＣ利用台数／高速道路通行総台数

２．社会資本整備における場所と情報を結びつけるＩＣタグ・センサーなどの整備

ＩＣタグやセンサーを様々な国土交通分野に応用することで、場所やモノと情報が結びつき、場所やモノが情報を発信するユビキタス
ネットワーク社会を実現

現状：自律移動支援プロジェクトの推進（実証実験等を実施中）
今後の予定：自律移動支援プロジェクトについて、２０１０年度までに実用化

３．クルマと情報を結びつける社会インフラの構築

安全運転支援技術や認証機能等を備えたコンパクトなＩＴＳ車載器を標準装備化するとともに、官民が情報を共有・相互利用できるメ
ディアフリーな情報プラットフォームを構築し、車と車、車と沿道施設をＩＣＴネットワークで結ぶ
現状：カーナビ累積出荷台数２５３２万台、ＶＩＣＳユニット累積出荷台数１７３６万台（ ２００６年１２月現在）、

ＥＴＣ車載器累積セットアップ台数１６９８万台、ＥＴＣ利用率※６７．３％（２００７年４月現在の全国平均）
今後の予定：２００７年度から、ＩＴＳ車載器による音声・画像を用いた情報提供等の試行運用を開始、２０１０年度から、ＩＴＳを活用した安全運転

支援システムを事故多発地点を中心に順次全国展開予定

１．地理空間情報インフラの構築

基盤地図情報を構築し、ＩＣＴを活用して様々な地理空間情報を基盤地図情報上に統合し、我が国の新しい社会基盤として国民に提供

現状：紙地図：１／２５０００（全国）、１／２５００（都市計画区域の大部分）ともに整備済。数値地図※：１／２５０００（全国）を整備済
今後の予定：２０１０年度までに１／２５０００（全国）及び１／２５００ （市街化区域・市街化調整区域）の基盤地図情報を整備

※地形図の道路中心線、河川中心線などの項目を数値化したデータ

４．ネットワークインフラの高度化・利活用促進

国土交通省が保有している光ファイバ網や無線網など、全国を網羅するネットワークインフラの高度化や利活用の促進

現状：２００５年度末までに、河川、道路、港湾及び下水道を合わせて約３３，６００ｋｍの公共施設管理用光ファイバを敷設。このうち河川・道路管理用光ファイ
バについては、施設管理に支障のない範囲で開放しており、同年度末の利用可能な延長は、約１５，８００ｋｍとなっている。
今後の予定：高度情報通信ネットワーク形成を支援するため、民間開放制度の拡充等や、地方支分部局、地方公共団体とのネットワーク形成の推進

２．（６）②イノベーションのブレイクスルーとなる共通基盤の構築の方向性２．（６）②イノベーションのブレイクスルーとなる共通基盤の構築の方向性２．（６）②イノベーションのブレイクスルーとなる共通基盤の構築の方向性
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・事業の構想段階においてより一層の透明性、客観性、合理性及び公正性を確保
→→ 公共事業の構想段階における計画策定プロセスのあり方の検討公共事業の構想段階における計画策定プロセスのあり方の検討

・アカウンタビリティを果たす上で、職員一人ひとりが認識すべき内容を指針としてとりまとめ
→→ 「社会資本整備のアカウンタビリティ向上行動指針」の策定（平成１９年３月）「社会資本整備のアカウンタビリティ向上行動指針」の策定（平成１９年３月）

・行政の手続きなどに係る透明性の更なる向上
・国民の公共的ニーズへの対応、満足度の向上
・国民の公共的意見の適切な反映、施策及び事業の重点的、効率的及び効果的な実施

これまで
○国土交通行政にとって、国民の理解、信頼及び協力が不可欠
○事業及び施策の透明性の確保、国民からの意見の反映などへの積極的な取り組み

一方で
○国民は公共事業に対して不正や無駄などネガティブな印象
○国土交通省のアカウンタビリティについて、国民からは必ずしも十分な評価が

得られていない。

事業及び施策の実施にあたっては、アカウンタビリティを果たすことが重要事業及び施策の実施にあたっては、アカウンタビリティを果たすことが重要

アカウンタビリティの方向性アカウンタビリティの方向性

取り組みの背景取り組みの背景

３．（１）国民の理解と協力、信頼の確保３．（１）国民の理解と協力、信頼の確保３．（１）国民の理解と協力、信頼の確保
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○ 公共事業の全ての段階を通じてVFMが最大となる取り組みを実施する

○ 各段階での制度やプロセスの透明性を向上し、国民へのアカウンタビリティを果たす

○ 政策評価を通じ、取り組みなどに反映するなど、PDCAサイクルによる不断の見直し

○ 社会資本整備重点計画等の策定に反映

＊ＶＦＭ（Value For Money）：支払に対して最も価値の高いサービスを供給すること

事業実施 維持・管理
・概ねの位置や

基本的な構造
等（概略計画）
を決定

・事業実施の前提と
なる計画（都市計画
等）として、具体的
な位置や構造を決
定

・事業実施のための測量や設計
・概算費用の算定や工程計画を勘案した事業の

実施方針等の策定
・施設の建設

・施設の健全性評価
・補修

政 策 構 想 詳細計画

調 査 ・ 計 画

・広域的な土地
利用や需要等
を踏まえた整備
に関する方針
等を決定

○公共工事の品質確保法を制定。
●一般競争入札と総合評価落札方式を中心とした新しい建設生産システムの構築。

ＶＦＭ最大化に向けた主な取り組み

○平成10年度から新規採択、再評価を、平成15年度から完了後の事後評価を厳格に実施。
●さらなる評価手法の充実、完了後の事後評価結果の活用等を第三者委員会等を活用し検討。

①事業評価の厳格な実施

③公共調達の改革

○公共事業コスト構造改革プログラムの実現。
●コスト換算が難しい施策の進捗等を分かりやすく、明確化。

②総合的なコスト縮減に向けた取り組みの充実

●アセットマネジメントの導入によるライフサイクルコストの最小化。

○入札談合の再発防止対策に実施。

●総合評価落札方式の拡充、多様な発注方式の採用。

３．（２）公共事業におけるＶＦＭ最大化に向けて３．（２）公共事業におけるＶＦＭ３．（２）公共事業におけるＶＦＭ 最大化に向けて最大化に向けて＊＊
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○事業分野：官庁庁舎、空港関連施設、駐車場、公営住宅、港湾関連施設等
○事業方式：ＢＴＯ（３１件）、ＢＯＴ（８件）、その他（２１件）
○事業類型：サービス購入型（３１件）、独立採算型（１２件）、その他（１７件）

工事着工から３０年間(独立採算型)・貨物ﾀｰﾐﾅﾙ整備･運営事業

５２０億円

(独立採算型)

９２０億円

契約額

平成１７～４６年度・エプロン等整備等事業

工事着工から３０年間・旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ等整備･運営事業

○東京国際空港国際線地区

平成１５～３３年度○中央合同庁舎第７号館整備等事業

事業期間事業名

国土交通省所管ＰＦＩ事業件数（累積値）
（実施方針公表ベース）

進捗状況

国土交通省関係合計６０事業で実施（平成１８年度末現在）

○民間事業者の適正な評価・選定、事業機会の創出
・価格及び国民に提供されるサービスの質等で評価・選定（平成１７年ＰＦＩ法改正）

・行政財産の利用条件の緩和（平成１７年ＰＦＩ法改正）

①民間施設の第三者譲渡を可能化（合築の場合）

②民間施設の併設への行政財産の貸付を可能化（合築以外の場合）

→「国土交通省所管ＰＦＩ事業における民間収益事業の活用に向けた参考書」公表

〇イコールフッティング（競争環境の平等化）
・ＰＦＩ事業を実施する場合の補助金等の適用事業範囲の拡大

→補助金交付要綱等の見直し等により通常の事業方式と同様に補助金等を交付

・ＢＯＴ方式について税制特例措置（内閣府・国土交通省等）

→不動産取得税、固定資産税、都市計画税の１／２特例措置

○官民間の相互理解の醸成、取引コストの縮減
・競争的対話・多段階選抜方式の運用改善（平成１８年関係省庁申し合わせ）

・公共事業者等のＰＦＩ活用ノウハウの習熟度向上

→「国土交通省所管事業へのＰＦＩ活用参考書」公表

→「ＰＦＩ相談ウィーク」「ＰＦＩセミナー」の開催

これまでの主な取り組み

※ＢＴＯ：施設の建設後、所有権を公共に移管し、維持管理・運営を行う方式
※ＢＯＴ：施設の建設、維持管理・運営を行い、事業終了後に所有権を公共に移管する方式

当省が直轄で実施しているＰＦＩ事業の例

（年度末）（年度末）

（件）（件）

中央合同庁舎第７号館 東京国際空港国際線地区

【完成イメージ】

３．（３）国土交通省におけるＰＦＩ事業推進への取組３．（３）国土交通省における３．（３）国土交通省におけるＰＦＩ事業推進への取組ＰＦＩ事業推進への取組
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③

④⑤

⑥

⑦
⑧

全国計画

○長期的な国土づくりの指針（閣議決定）

○成熟社会型の計画に向け、これまでの全総計画から計画

事項等を拡充・改変

景観、環境を含めた国土の質的向上、有限な資源の利用・保全、

ストックの活用、海洋利用などの視点を拡充

根拠法：国土形成計画法（国土総合開発法の抜本改正により平成17年に成立）

国土形成計画の策定

広域地方計画

○国と地方の協働による広域ブロックづくり

・ 国、地方公共団体、経済団体等で広域地方計画協議会
を組織

・計画の策定に向けて、同協議会において各主体が対等な
立場で連携・協力

① 東北圏 ⑤ 近畿圏

② 首都圏 ⑥ 中国圏

③ 北陸圏 ⑦ 四国圏

④ 中部圏 ⑧ 九州圏

〔広域地方計画区域〕

（注１）北海道及び沖縄県は
広域地方計画の対象外。
ただし、隣接する広域地
方計画区域には参加する
ことが可能。

（注２）分科会・合同協議会
について、日本海と太平
洋の両海洋の活用等も含
めた構想や区域にまたが
る共通課題を協議するた
めに設置。

・人口減少社会の到来、高齢化の進展

・東アジアの経済発展

・情報通信技術の発展

・安全・安心、環境、文化等への

国民意識の高まり

・ライフスタイルの多様化

・一極一軸型国土構造

・東アジアとの直接交流機会の増大、

広域的課題の増加

経済社会情勢の大転換 国民の価値観の変化・多様化 国土をめぐる状況

４．（１）国土形成計画について４．（１）国土形成計画について４．（１）国土形成計画について
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次期社会資本整備重点計画は、国土形成計画において示される方向性や地域戦略を実現する
ための最も重要な政策手段を定めるものであり、国土形成計画との「車の両輪」として機能するこ
とを念頭として策定。

●地方ブロックの現状と課題
（自然・社会の特性と社会資本整備の現状と課題）

●地方ブロックの目指すべき将来の姿

（１０～１５年後を想定し、社会資本整備を通じて、地方ブロックが目指
すべき将来の姿）

●地方ブロックにおける重点事項
（計画期間（５年）における、重点目標、目標達成に必要な取組み）

◇重点目標

◇指標

◇主要事業・施策

●国土の形成に関する方針

●国土の形成に関する目標

（◇社会経済指標等）

●広域の見地から必要と認める主要な

施策に関する事項

◇社会資本関係主要プロジェクト

◇社会資本関係以外の施策

地方ブロックの社会資本の重点整備方針 広域地方計画

地方ブロックにおける社会資本整備事業を
重点的、効果的かつ効率的に推進

地方ブロックにおける国土の自然条件を考慮して、
経済、社会、文化等に関する政策の総合的見地

から国土の利用、整備及び保全を推進

社会資本整備重点計画

地方ブロックの社会資本の重点整備方針

国土形成計画（全国計画）

国土形成計画（広域地方計画）

「車の両輪」

地方ブロックの社会資本の重点整備方針と広域地方計画について（イメージ）

４．（２）国土計画と「車の両輪」としての社会資本整備４．（２）国土計画と「車の両輪」としての社会資本整備４．（２）国土計画と「車の両輪」としての社会資本整備

２２



次期社会資本整備重点計画において示される重点目標や各地方ブロックごとの状況変化、特性
をふまえつつ、各地方支分部局が、地方公共団体や地方経済界、有識者等と一体となって社会
資本の整備に係る重点目標や事業等に関する検討を行った上で、地方ブロックの社会資本の重

点整備方針をとりまとめる。

社会資本整備重点計画（全国）

・全国指標

地方ブロックの社会資本の重点整備方針

・全国指標

・地方独自指標

主なもの

・全国指標 道路のバリアフリー化 【全国】 １７%→約５割 （例）【中国】約38%→約65%
【九州】29%→54%

下水道処理人口普及率 【全国】６５％→７２％ （例）【北陸】５７％→７１％
【中部】５２％→６１％

・地方独自指標 【東北】冬期歩行空間確保率 ７７%→８２%
【中部】名古屋都心域の休日の歩行者数 １６．６万人→２０万人
【近畿】琵琶湖の水質保全指標（流入負荷量）：ＣＯＤ ４４ｔ／日→３９ｔ／日

（参考）現行の地方ブロックにおける指標の例

社会資本整備重点計画と地方ブロックの社会資本の重点整備方針の指標の関係について

○社会資本整備重点計画の指標のうち主なものについては、地方ブロックの重点整備方針においても位置づける。
○一方、社会資本整備の成果がより身近に意識されるよう、各ブロックの特性をふまえた独自指標を積極的に設定。

４．（３）地方ブロックの社会資本の重点整備方針と社会資本整備重点計画

との整合性について

４．（３）地方ブロックの社会資本の重点整備方針と社会資本整備重点計画

との整合性について
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